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登記情報連携システムの利用開始について 

 

事業概要 

令和７年７月１８日から、法務省が保有する不動産や会社・法人の登記

情報を、国や地方公共団体の行政機関がオンラインで直接確認できるシス

テム「登記情報連携システム」の利用を開始しました。 

このシステムの利用により、行政手続の申請時に登記事項証明書の添付 

が省略できるようになり、法務局への移動、請求手数料が不要になるなど、

申請される方々の利便性が向上します。あわせて、本市職員が登記事項証

明書を職務上請求する事務、いわゆる公用請求についても、法務局への移

動が不用になり、時間の削減による行政事務の効率化が図れることになり

ます。 

 

登記事項証明書の添付が不用になる手続 

農地転用手続きなどの４課１２手続 

公用請求代替 

１８課３６用務 

導入による効果 

登記事項証明書の添付省略による市民サービスの向上、公用請求にかか

る時間の削減による行政事務の効率化が図れる。 

事 業 費　0 円 

 

問い合わせは　ＤＸ推進課（☎２４－８０２４）へ 


